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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月2日(2020.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入球口と，
　遊技球の入球し易さが変化する可変入球口と，
　前記入球口，又は前記可変入球口への入球に基づいて，当たりの抽選を行う抽選手段と
，
　前記可変入球口への入球に基づく前記抽選手段での当たりの抽選を保留可能な保留手段
と，
　前記抽選手段による抽選結果を示す識別図柄の変動表示を経て停止表示し，停止表示か
ら所定の確定時間を経たことを条件として次の抽選結果を示す識別図柄の変動表示を開始
する図柄表示手段と，
　前記識別図柄が前記抽選手段による抽選結果が当たりの当選であることを示す当たり図
柄で停止表示した後，遊技者に有利な当たり遊技を実行する当たり実行手段と，
　前記当たり遊技の実行が終了した場合，通常遊技状態よりも前記可変入球口に入球し易
い特典遊技状態に制御可能な遊技状態制御手段と，
　演出を行う演出手段と，
　を備え，
　前記遊技状態制御手段は，
　　前記特典遊技状態での前記識別図柄の変動表示が所定回数目の変動表示である場合，
当該識別図柄の変動表示の確定時間に達する前に前記特典遊技状態から前記通常遊技状態
へと移行させ，
　前記演出手段は，
　　前記特典遊技状態にて前記抽選手段による抽選結果を示す第１の演出を行い，
　　前記所定回数目の変動表示の確定時間に達する前に前記遊技状態制御手段により前記
特典遊技状態から前記通常遊技状態に移行された場合，当該通常遊技状態に移行されたと
きに前記保留手段に保留されていた前記抽選手段による抽選結果を示す，前記第１の演出
と異なる第２の演出を行う，
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
請求項１に記載する遊技機において，
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　前記遊技状態制御手段は，
　　前記所定回数目における前記識別図柄の変動表示が終了したタイミングで前記特典遊
技状態から前記通常遊技状態へと移行させる，
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
請求項１に記載の遊技機において，
　前記遊技状態制御手段は，
　　前記所定回数目における前記識別図柄の変動表示が開始したタイミングで前記特典遊
技状態から前記通常遊技状態へと移行させる，
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載する遊技機において，
　前記通常遊技状態で前記可変入球口への入球に基づく前記抽選手段による抽選結果が当
たりの当選である場合の方が，前記特典遊技状態で前記可変入球口への入球に基づく前記
抽選手段による抽選結果が当たりの当選である場合よりも，遊技者にとって有利な結果に
なり易い，
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本明細書に開示される遊技機は，入球口と，遊技球の入球し易さが変化する可変入球口
と，前記入球口，又は前記可変入球口への入球に基づいて，当たりの抽選を行う抽選手段
と，前記可変入球口への入球に基づく前記抽選手段での当たりの抽選を保留可能な保留手
段と，前記抽選手段による抽選結果を示す識別図柄の変動表示を経て停止表示し，停止表
示から所定の確定時間を経たことを条件として次の抽選結果を示す識別図柄の変動表示を
開始する図柄表示手段と，前記識別図柄が前記抽選手段による抽選結果が当たりの当選で
あることを示す当たり図柄で停止表示した後，遊技者に有利な当たり遊技を実行する当た
り実行手段と，前記当たり遊技の実行が終了した場合，通常遊技状態よりも前記可変入球
口に入球し易い特典遊技状態に制御可能な遊技状態制御手段と，演出を行う演出手段と，
を備え，前記遊技状態制御手段は，前記特典遊技状態での前記識別図柄の変動表示が所定
回数目の変動表示である場合，当該識別図柄の変動表示の確定時間に達する前に，前記特
典遊技状態から前記通常遊技状態へと移行させ，前記演出手段は，前記特典遊技状態にて
前記抽選手段による抽選結果を示す第１の演出を行い，前記所定回数目の変動表示の確定
時間に達する前に前記遊技状態制御手段により前記特典遊技状態から前記通常遊技状態に
移行された場合，当該通常遊技状態に移行されたときに前記保留手段に保留されていた前
記抽選手段による抽選結果を示す，前記第１の演出と異なる第２の演出を行う，ことを特
徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３８７】
　また，第４の構成にかかる遊技機において，第１特別入賞口（第１大入賞口３０）と，
前記第１特別入賞口を入球し易い状態と入球し難いもしくは入球不能状態との間で変位さ
せる第１入賞口変位部材（開閉部材３２）と，を有する第１特別入賞装置（第１大入賞装
置３１）と，第２特別入賞口（第２大入賞口３５）と，前記第２特別入賞口を入球し易い
状態と入球し難いもしくは入球不能状態との間で変位させる第２入賞口変位部材（開閉部
材３７）と，前記第２特別入賞口を通過した遊技球が移動可能な特別領域と，を有する第
２特別入賞装置（第２大入賞装置３６）と，前記図柄表示手段にて識別図柄が小当たりの
当選を示す小当たり図柄で停止表示されると，前記第２入賞口変位部材を所定の変位パタ
ーンに従って作動させる小当たり遊技を実行する小当たり遊技実行手段（遊技制御用マイ
コン８１，Ｓ１６２６）と，前記小当たり遊技の後，前記小当たり遊技中に遊技球が前記
特別領域を通過したことを条件として，前記第１入賞口変位部材を所定の変位パターンに
従って作動させる大当たり遊技を実行する小当たり後大当たり遊技実行手段（遊技制御用
マイコン８１，Ｓ２４１６）と，を備えるとよい。
　なお，以下に記す手段の説明では，［発明を実施するための形態］における対応する構
成名や表現，図面に使用した符号を参考のために括弧書きで付記している。ただし，本発
明の構成要素は付記に限定されるものではない。
　本明細書に開示される遊技機は，大当たりの抽選を行う抽選手段（遊技制御用マイコン
８１，Ｓ１０１１）と，前記可変入球口への入球に基づく前記抽選手段での大当たりの抽
選を保留可能な保留手段（遊技制御用マイコン８１，Ｓ２２４）と，前記抽選手段による
抽選結果を示す識別図柄の変動表示を経て停止表示し，停止表示から所定の確定時間を経
たことを条件として次の抽選結果を示す識別図柄の変動表示を開始する図柄表示手段と（
遊技制御用マイコン８１，第２特別図柄表示器４１ｂ，Ｓ１０１６，Ｓ１５０２，Ｓ１６
０１），遊技状態を，通常遊技状態（非時短状態）よりも前記抽選手段による抽選が行わ
れ易い特典遊技状態（時短状態）に制御可能であり，所定の移行条件を満たした場合に，
遊技状態を前記特典遊技状態から前記通常遊技状態に移行させる遊技状態制御手段（遊技
制御用マイコン８１，Ｓ２０４２，Ｓ１７１６）と，前記抽選手段による抽選結果に応じ
た演出を行う演出手段（画像表示装置７，演出制御用マイコン９１）と，を備え，前記遊
技状態制御手段は，前記特典遊技状態での前記図柄表示手段による識別図柄の変動表示が
，前記所定の移行条件を満たすことになる最終変動表示である場合，識別図柄の変動表示
の終了以後，前記確定時間に達するよりも前に，遊技状態を，前記特典遊技状態から前記
通常遊技状態に切り替え（Ｓ２０４２，Ｓ１７１６），前記演出手段は，前記最終変動表
示の前記確定時間が経過した時点で前記保留手段に保留されていた大当たりの抽選の抽選
結果に応じた演出として，特別な演出を行う（Ｓ４７１２），ことを特徴としている。
　本明細書に開示される遊技機は，特典遊技状態での最終変動表示の際，その変動表示の
終了以後，確定時間に達するよりも前に，遊技状態を通常遊技状態に切り替える。これに
より，確定時間中に入球口変位部材が入球し易い状態になる可能性が低下し，その結果と
して，特典遊技状態での最終変動表示の確定時間が終了した後での，可変入球口への入球
の可能性が低下する。従って，メーカの意図しない抽選が行われる可能性が減り，特別な
演出についての興趣性が損なわれ難い。
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　なお，上記遊技機の機能を実現するための制御方法，コンピュータプログラム，および
当該コンピュータプログラムを格納する，コンピュータによる読取可能な記憶媒体も，新
規で有用である。
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